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【 請 求 項 １ 】
　 多 数 の 遊 技 媒 体 を 収 容 可 能 な 収 容 容 器 と 、
　 該 収 容 容 器 の 底 部 に 設 け ら れ た 回 転 円 板 と 、
　 該 収 容 容 器 内 の 遊 技 媒 体 が 入 る 大 き さ に 形 成 さ れ 、 該 回 転 円 板 の 円 周 方 向 に 並 べ て 設 け
ら れ た 複 数 の 開 口 と 、
　 予 め 定 め ら れ た 数 の 遊 技 媒 体 を 払 出 す た め の 払 出 指 令 信 号 を 出 力 す る 払 出 制 御 手 段 と 、
　 前 記 回 転 円 板 を 正 回 転 方 向 及 び 逆 回 転 方 向 に 駆 動 可 能 に 構 成 さ れ 、 前 記 払 出 指 令 信 号 が
出 力 さ れ た こ と を 条 件 に 前 記 回 転 円 板 を 前 記 正 回 転 方 向 に 駆 動 し 、 所 定 の 条 件 が 充 足 し た
こ と を 条 件 に 前 記 回 転 円 板 を 前 記 逆 回 転 方 向 に 駆 動 す る 駆 動 手 段 と 、
　 前 記 収 容 容 器 か ら 前 記 開 口 内 に 入 っ た 遊 技 媒 体 を 受 け る 遊 技 媒 体 受 け 板 と 、
　 前 記 回 転 円 板 の 裏 面 に 一 体 と な っ て 回 転 す る よ う に 設 け ら れ 、 該 遊 技 媒 体 受 け 板 で 受 け
た 遊 技 媒 体 を 該 回 転 円 板 の 前 記 正 回 転 方 向 の 回 転 に よ り 回 転 円 板 の 中 心 か ら 離 れ る 方 向 に
送 り 出 す 遊 技 媒 体 送 出 ガ イ ド 板 と 、
　 遊 技 媒 体 排 出 部 に 設 け ら れ 、 遊 技 媒 体 の 進 行 方 向 を 遊 技 媒 体 排 出 部 側 に 変 え る 固 定 ロ ー
ラ と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 排 出 部 に 設 け ら れ 、 前 記 遊 技 媒 体 送 出 ガ イ ド 板 に よ り 送 り 出 さ れ る 遊 技 媒
体 に よ り 変 位 し て 遊 技 媒 体 を 遊 技 媒 体 排 出 部 側 へ 送 り 出 す 可 動 ロ ー ラ と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 排 出 部 に 設 け ら れ 、 前 記 可 動 ロ ー ラ に よ り 遊 技 媒 体 排 出 部 側 に 送 り 出 さ れ
た 遊 技 媒 体 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、
　 前 記 払 出 指 令 信 号 が 出 力 さ れ た 場 合 に 、 前 記 駆 動 手 段 が 前 記 回 転 円 板 を 前 記 逆 回 転 方 向
に 駆 動 し て い る 状 況 に お い て も 、 前 記 検 知 手 段 に よ る 検 知 を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 用 遊 技 媒 体 払 出 装 置 。


	header
	written-amendment

